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建
久
七
年
（
一
一
九
六
）
十
一
月
、
九
条
兼
実
は
関
白
で
は
な
く

な
り
、
兼
実
の
弟
兼
房
も
太
政
大
臣
を
上
表
す
る
。
い
わ
ゆ
る
「
建

久
七
年
の
政
変
」
で
あ
る
。
こ
の
「
政
変
」
は
、
｜
般
に
は
次
の
よ

う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
朝
廷
内
に
お
け
る
反
兼
実

派
で
あ
る
源
通
親
は
、
丹
後
局
ら
と
兼
実
を
失
脚
へ
と
導
く
策
略
を

め
ぐ
ら
し
、
建
久
七
年
十
一
月
に
兼
実
に
陰
謀
あ
り
と
上
奏
し
た
。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
兼
実
の
娘
後
鳥
羽
中
宮
任
子
は
、
兼
実
排
斥

の
空
気
に
包
ま
れ
た
内
裏
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
ず
、
同
月
二
十

四
日
に
八
条
院
に
移
り
、
翌
二
十
五
日
に
は
兼
実
が
罷
免
さ
れ
て
、

兼
房
も
太
政
大
臣
の
地
位
を
追
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
反
兼
実
派
に
よ

る
こ
の
計
画
を
、
兼
実
の
盟
友
で
あ
る
は
ず
の
源
頼
朝
は
黙
認
し
て

は
じ
め
に

建
久
七
年
の
九
条
兼
実
「
関
白
辞
職
」
（
遠
城
）

建
久
七
年
の
九
条
兼
実
「
関
白
辞
職
」

い
た
。
娘
大
姫
を
後
鳥
羽
天
皇
の
後
宮
に
入
内
さ
せ
よ
う
と
し
て
い

た
頼
朝
は
、
先
の
建
久
六
年
（
二
九
五
）
の
上
洛
時
に
、
丹
後
局

（
１
）

に
そ
の
斡
旋
を
依
頼
し
、
す
で
に
兼
実
を
見
限
っ
て
い
た
、
と
。
つ

ま
り
、
「
政
変
」
Ⅱ
「
ク
ー
デ
タ
ー
」
的
な
と
ら
え
方
が
な
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
理
解
は
、
頼
朝
が
建
久
元
年
（
二
九
○
）
に
上
洛
し

て
以
後
、
頼
朝
は
兼
実
を
見
限
り
始
め
、
建
久
六
年
（
二
九
五
）

の
上
洛
時
に
は
そ
れ
が
決
定
的
な
も
の
と
な
っ
た
こ
と
を
前
提
と
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
理
解
は
、
主
と
し
て
『
愚
管
抄
』
の
記
述

内
容
に
立
脚
し
て
い
る
。
（
２
）

し
か
し
、
以
前
、
旧
稿
に
お
い
て
考
察
を
試
み
た
と
こ
ろ
、
建
久

元
年
（
二
九
○
）
の
上
洛
時
に
は
、
頼
朝
と
兼
実
の
間
の
結
束
は

更
に
強
固
な
も
の
と
な
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
た
。
ま
た
、
建
久

六
年
（
’
’
九
五
）
の
上
洛
時
に
お
い
て
は
、
頼
朝
は
兼
実
と
三
回

遠
城
悦
子

五
九
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に
及
ぶ
会
談
を
重
ね
、
兼
実
に
対
す
る
頼
朝
の
姿
勢
に
変
化
は
見
出

せ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
頼
朝
の
大
姫
入
内
計
画
は
、
頼
朝
と
政
子

の
、
娘
に
対
す
る
親
心
か
ら
生
じ
た
私
的
な
縁
談
で
あ
り
、
兼
実
も

頼
朝
を
天
皇
の
外
戚
の
地
位
を
争
う
政
敵
と
は
見
な
し
て
い
な
い
。

頼
朝
に
は
、
大
姫
を
入
内
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
天
皇
の
外
祖
父
に

な
ろ
う
と
す
る
意
図
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
頼
朝
の
大
姫
入
内
計

画
が
兼
実
失
脚
の
引
き
金
に
な
っ
た
と
は
考
え
難
い
。

ま
た
、
通
説
的
理
解
が
、
主
と
し
て
『
愚
管
抄
』
に
立
脚
し
て
い

る
こ
と
も
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
時
期
を
知
る
記
録
と
し
て
は
、
『
玉

葉
』
『
明
月
記
』
『
三
長
記
』
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
管
見
の

限
り
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
記
録
類
に
も
と
づ
い
て
の
、
建
久
七

年
の
政
変
に
関
す
る
研
究
は
、
ま
だ
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難

い
。
『
愚
管
抄
』
と
こ
れ
ら
の
記
録
類
の
ど
ち
ら
を
理
解
の
拠
り
所

と
す
る
か
は
、
史
料
価
値
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
前
者
よ
り
も
、
後

者
の
方
が
信
愚
性
は
高
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

通
説
的
理
解
に
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
建
久
七
年
の
「
政
変
」
に
つ

い
て
、
再
考
察
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
兼
実
の
「
辞
職
」
と
兼
房
の
「
上
表
」

建
久
七
年
の
「
政
変
」
に
つ
い
て
、
従
来
は
、
兼
実
と
兼
房
は
そ

法
政
史
学
第
四
十
六
号

れ
ぞ
れ
関
白
と
太
政
大
臣
を
辞
め
さ
せ
ら
れ
、
中
宮
任
子
は
内
裏
を

追
わ
れ
た
、
と
三
人
が
他
の
圧
力
に
よ
り
、
受
動
的
に
そ
う
さ
せ
ら

れ
た
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
『
玉
葉
』
建
久
七
年
（
一
一
九
六
）
正
月
十
七
日
条

に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

太
相
国
被
し
来
、
可
二
上
表
一
事
、
被
二
示
合
一
也
、
不
し
可
レ
被
二
早

了
一
由
答
了
、

こ
の
記
事
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
す
で
に
建
久
七
年
正
月
の
時
点

で
、
兼
実
と
兼
房
が
上
表
す
る
こ
と
を
前
も
っ
て
相
談
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
政
変
」
直
前
の
「
三
長
記
』
建
久

七
年
十
一
月
十
八
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

窮
屈
無
し
術
、
然
而
相
扶
参
二
殿
下
「
而
諸
人
作
し
色
、
驚
相
尋

之
処
、
輔
弼
可
二
令
レ
退
給
一
之
由
巷
説
嗽
々
、
此
事
兼
日
頗
有

云
々
、
然
而
不
し
存
二
只
今
之
由
「

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
傍
線
部
の
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
部
分

を
読
み
下
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

（
Ａ
）
（
Ｂ
）
（
Ｃ
）
（
Ｄ
）

輔
弼
、
遺
訓
ｕ
出
綺
ぶ
ぺ
割
（
の
由
）

こ
れ
を
品
詞
分
解
す
る
と
、
（
Ａ
）
動
詞
「
退
く
」
の
未
然
形
、

（
Ｂ
）
尊
敬
の
助
動
詞
「
し
む
」
の
連
用
形
、
（
Ｃ
）
尊
敬
の
助
動
詞

「
給
ふ
」
の
終
止
形
、
（
Ｄ
）
未
来
・
推
量
の
助
動
詞
「
べ
し
」
の

連
体
形
、
と
な
る
。
通
説
の
観
点
か
ら
と
ら
え
る
と
、
（
Ｂ
）
は
、

六
○
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使
役
の
助
動
詞
と
見
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
使
役
の
助
動
詞
も
動
詞

の
未
然
形
に
接
続
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
は
、
（
Ｂ
）
の
下
に

尊
敬
の
助
動
詞
の
（
Ｃ
）
「
給
ふ
」
が
き
て
い
る
か
ら
、
（
Ｂ
）
は
尊

敬
の
助
動
詞
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
文
法
上
、
尊

敬
の
助
動
詞
「
し
む
」
は
、
尊
敬
の
助
動
詞
「
た
ま
ふ
」
な
ど
と
共

に
用
い
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
令
（
し
む
）
」
と

「
給
（
た
ま
ふ
）
」
の
併
用
は
、
『
三
長
記
』
で
は
よ
く
使
わ
れ
て
い

（
３
）

る
。
例
え
ば
、
「
殿
下
く
わ
し
申
給
日
」
（
殿
下
、
申
さ
し
め
給
ひ
て
日

（
４
）

く
）
、
「
殿
下
く
わ
し
取
二
御
裾
一
絵
」
（
殿
下
、
御
裾
を
取
ら
し
め
給

（
５
）

ふ
）
、
「
殿
下
〈
面
し
下
二
御
休
幕
一
給
」
（
殿
下
、
御
休
幕
を
下
ろ
さ
し
め

（
６
）

給
ふ
）
、
「
殿
下
又
有
二
令
レ
申
給
」
臼
一
也
」
（
殿
下
、
ま
た
申
し
め
給
ふ

旨
あ
る
な
り
）
と
、
「
令
（
し
む
ど
と
「
給
（
た
ま
ふ
）
」
が
対
と

な
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
『
三
長
記
』
の
著
者
藤
原
長

兼
が
、
殿
下
（
兼
実
）
の
行
動
を
記
す
際
に
、
殿
下
に
最
大
の
敬
意

を
払
っ
て
用
い
て
い
る
「
二
重
敬
語
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
用
例

は
、
『
三
長
記
』
に
限
ら
ず
よ
く
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、

古
典
文
学
作
品
に
お
い
て
も
、
そ
の
文
の
主
語
に
な
る
人
物
が
著
者

か
ら
み
て
高
貴
な
人
物
で
あ
る
場
合
、
こ
の
「
二
重
敬
語
」
が
使
わ

れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
駅
の
長
の
い
み
じ
く
恩
へ
る
気
色
を
御
覧

じ
て
、
作
ら
し
め
給
ふ
詩
、
い
と
か
な
し
」
Ｓ
大
鏡
』
時
平
）
、
「
十

五
日
の
夜
、
－
院
第
二
皇
子
、
ひ
そ
か
に
人
寺
せ
し
め
給
ふ
」
（
『
平

建
久
七
年
の
九
条
兼
実
「
関
白
辞
職
」
。
（
遠
城
）

家
物
語
』
四
、
山
門
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
を
ふ

ま
え
る
と
、
傍
線
部
（
Ｂ
）
「
し
む
」
は
、
（
Ｃ
）
「
給
ふ
」
と
共
に

二
重
敬
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
、
尊
敬
の
助
動
詞
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
傍
線
部
は
、
「
輔
弼
（
兼
実
）
が
（
関
白
を
）
辞
職
な

さ
る
ら
し
い
」
と
解
釈
さ
れ
よ
う
。
兼
実
は
、
弟
兼
房
と
共
に
、
辞

め
さ
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
自
ら
辞
職
す
る
決
意
を
固
め
て
い
た

の
で
あ
る
。

で
は
、
兼
実
と
兼
房
は
ど
の
よ
う
に
し
て
関
白
と
太
政
大
臣
を
辞

め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
兼
実
は
、
「
以
二
頭
右
兵
衛
督
一
令
二
辞
申
一
給

（
７
）

云
々
、
不
し
被
し
進
二
御
上
表
一
一
云
々
」
と
、
上
表
の
手
続
き
を
踏
ま
ず

に
、
｜
条
高
能
を
介
し
て
辞
職
を
申
し
出
て
い
る
。
一
方
、
兼
房
は
、

。
。
（
８
）

兼
実
が
辞
職
を
申
し
出
た
数
日
後
に
上
表
し
た
も
の
の
勅
答
が
な

（
９
）

く
、
再
二
一
の
上
表
が
受
理
さ
れ
ず
に
難
航
し
て
い
る
。
通
説
の
観
点

か
ら
す
れ
ば
、
兼
房
の
上
表
に
対
し
て
難
色
を
示
す
朝
廷
側
の
姿
勢

は
、
三
度
の
上
表
と
見
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
兼
一
房
と
朝

廷
と
の
折
衝
に
あ
た
っ
た
長
兼
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
「
至
二
太

（
Ⅵ
）

政
大
臣
一
者
必
可
レ
有
二
勅
答
一
之
由
承
及
之
上
、
旧
例
必
御
歎
」
「
勅

（
Ⅱ
）

答
猶
省
略
可
し
宜
之
由
有
し
仰
、
樅
奇
也
」
「
参
内
、
相
．
待
太
相
国
上

表
一
之
処
、
入
し
夜
有
二
御
消
息
『
又
延
引
之
由
也
、
数
度
延
引
尤
奇

（
Ⅲ
）

也
」
と
記
し
、
太
政
大
臣
の
上
表
に
つ
い
て
は
必
ず
勅
答
が
あ
る
規

定
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
再
三
の
上
表
に
勅
答
が
無
い
こ
と
に

一
ハ
ー
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不
審
を
抱
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
兼
一
房
の
上
表
に
対
し
て
難

色
を
示
す
朝
廷
側
の
姿
勢
は
、
三
度
の
上
表
で
は
な
く
、
兼
一
房
の
上

表
を
受
理
し
な
い
、
認
め
な
い
姿
勢
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
、
兼
実
が
あ
え
て
上
表
せ

ず
に
、
直
接
辞
職
を
申
し
出
た
こ
と
で
あ
る
。
兼
実
が
こ
の
よ
う
な

形
を
と
っ
た
の
は
、
上
表
の
形
を
と
る
と
、
朝
廷
が
そ
れ
を
受
理
し

な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
測
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
い
う
の
は
、
以
前
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

元
暦
元
年
（
二
八
四
）
九
月
、
当
時
右
大
臣
で
あ
っ
た
兼
実
は
、

病
気
を
理
由
に
右
大
臣
を
上
表
し
、
後
任
に
息
良
通
を
任
じ
て
ほ
し

（
旧
）

い
一
息
向
を
内
密
に
院
に
申
し
入
れ
、
上
表
文
を
提
出
し
た
も
の
の
勅

（
川
）

答
を
得
ら
れ
て
い
な
い
。
兼
実
の
上
表
に
対
し
て
後
白
河
法
皇
は
、

（
旧
）

「
光
雅
朝
臣
送
レ
札
一
室
、
御
覧
事
猶
可
二
勤
仕
一
者
」
と
、
使
者
光
雅
を

介
し
、
上
表
を
思
い
と
ど
ま
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
こ
の
法
皇
の
命

に
対
し
、
兼
実
は
「
招
一
一
法
皇
近
臣
蔵
人
右
少
弁
定
長
｛
謝
二
辞
退
御

（
旧
）

覧
之
恐
こ
と
、
院
近
臣
定
長
を
介
し
て
、
上
表
し
た
こ
と
を
詫
び

て
い
る
。
こ
の
時
、
兼
実
は
「
疎
遠
之
身
愁
在
二
朝
廷
「
於
レ
事
損
二

面
目
「
以
非
レ
預
二
讃
責
一
生
涯
弥
可
レ
厭
歎
、
錐
し
存
一
一
此
理
一
不
し
遂
二

（
Ⅳ
）

其
事
一
可
レ
悲
々
々
」
と
記
し
、
右
大
臣
と
い
う
要
職
に
あ
る
と
は

い
え
、
朝
廷
内
で
は
院
近
臣
が
幅
を
き
か
せ
、
有
名
無
実
の
右
大
臣

で
あ
る
こ
と
に
厭
世
的
と
な
っ
て
上
表
を
申
し
入
れ
た
も
の
の
、
そ

法
政
史
学
第
四
十
六
号

こ
の
「
政
変
」
に
際
し
て
の
中
宮
任
子
の
行
動
に
つ
い
て
も
、
通

説
に
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
従
来
の
理
解
で
は
、
任

子
は
内
裏
を
追
わ
れ
た
、
極
言
す
れ
ば
追
い
出
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
『
一
一
一
長
記
』
に
は
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。

Ｃ
Ｏ

参
二
殿
下
「
今
夜
中
宮
行
引
啓
八
条
殿
一
当
二
太
白
方
一
之
由
令
二

ｏ
Ｏ

啓
達
「
（
中
略
）
事
已
露
顕
、
価
中
宮
有
し
行
。
啓
千
八
条
殿
｛

予
殊
有
二
存
旨
「

こ
の
記
事
は
、
長
兼
が
、
兼
実
が
関
白
を
辞
職
す
る
と
い
う
話
を

耳
に
し
た
五
日
後
の
、
建
久
七
年
（
’
’
九
六
）
十
一
月
一
一
十
三
日

条
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
、
任
子
が
八
条
殿

へ
赴
く
こ
と
が
「
行
啓
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
通
説

が
説
く
よ
う
に
、
任
子
が
中
宮
の
地
位
を
剥
奪
さ
れ
た
も
同
然
に
内

裏
か
ら
追
わ
れ
た
と
み
な
す
に
は
、
皇
后
や
そ
れ
に
準
ず
る
后
妃
の

れ
が
受
理
さ
れ
ず
悲
嘆
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
兼

実
は
、
関
白
辞
職
に
あ
た
り
、
こ
の
時
の
失
敗
に
鑑
み
て
あ
え
て
上

表
せ
ず
、
単
刀
直
入
に
辞
職
を
申
し
出
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
兼

実
は
、
「
上
表
」
が
抑
留
さ
れ
る
こ
と
を
危
倶
し
、
直
接
「
辞
職
」

を
申
し
出
る
非
常
手
段
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。

二
中
宮
任
子
の
「
行
啓
」

一
ハ
｜
’
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外
出
を
意
味
す
る
「
行
啓
」
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
不
自
然
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
次
の
史
料

を
参
考
と
し
た
い
。

自
二
仙
洞
一
走
来
告
し
之
、
佃
俄
馳
走
遣
二
迎
輿
「
是
上
鵡
為
二

。
ｏ

退
出
一
也
、
如
レ
此
祗
候
、
重
及
二
不
思
議
沙
汰
一
者
、
忽
可
二
失

○
。

（
旧
）

命
一
之
故
也
、
且
可
一
一
退
出
一
之
由
、
准
后
同
被
二
相
計
一
之
故
也
、

こ
れ
は
、
時
代
は
下
る
が
、
『
後
愚
昧
記
』
に
記
さ
れ
た
、
後
円

融
天
皇
の
后
で
後
小
松
天
皇
の
生
母
で
あ
る
三
条
厳
子
の
、
後
円
融

上
皇
に
よ
る
刃
傷
事
件
に
関
す
る
一
史
料
で
あ
る
。
事
件
の
経
緯
に

つ
い
て
少
し
触
れ
る
と
、
召
し
に
応
じ
な
か
っ
た
厳
子
に
立
腹
し
た

上
皇
が
厳
子
に
切
り
か
か
り
、
重
傷
を
負
っ
た
厳
子
は
里
邸
に
下
が

る
こ
と
と
な
っ
た
。
史
料
中
の
上
聰
と
は
厳
子
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

こ
で
留
意
し
た
い
の
は
、
厳
子
が
里
邸
へ
下
が
る
こ
と
が
「
退
出
」

と
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
事
件
の
原
因
は
、
厳
子
が
上
皇

の
召
し
に
応
じ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
非
の
あ
る
、
天
皇
の
生
母

が
里
邸
へ
下
る
こ
と
が
「
退
出
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
任
子
の
場
合
に
な
ぞ
ら
え
る
と
、
通
説
が
説
く
よ
う

に
、
任
子
が
父
兼
実
の
関
白
罷
免
に
よ
っ
て
内
裏
か
ら
八
条
殿
へ
追

わ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
「
行
啓
」
で
は
な
く
「
退
出
」
と
表
記
さ
れ

る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
「
行
啓
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
以

上
、
任
子
は
、
八
条
殿
へ
「
赴
い
た
」
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
と
恩

建
久
七
年
の
九
条
兼
実
「
関
白
辞
職
」
（
遠
城
）

わ
れ
る
。

で
は
、
な
ぜ
任
子
は
、
父
兼
実
の
関
白
辞
職
に
際
し
、
八
条
殿
へ

行
啓
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
『
三
長
記
』
に

記
さ
れ
た
次
の
史
料
に
注
目
し
た
い
。

今
日
賀
茂
臨
時
祭
也
、
参
二
殿
下
一
申
二
中
宮
上
御
壼
弥
御
装
束

○
ｏ

事
『
仰
云
、
依
二
御
憧
一
不
し
可
二
昇
給
一
然
者
不
し
可
し
有
二
打
出
一

於
二
鋪
設
等
一
者
如
レ
例
奉
．
仕
之
「

こ
の
記
事
は
、
『
三
長
記
』
の
著
者
長
兼
が
、
兼
実
辞
職
の
噂
を

耳
に
し
た
四
日
後
、
任
子
が
八
条
殿
へ
行
啓
す
る
前
日
の
、
建
久
七

年
（
’
’
九
六
）
十
一
月
二
十
一
一
日
条
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
時
兼
実
は
、
任
子
が
毎
年
出
席
し
て
い
る
賀
茂
臨
時
祭
へ
の

（
旧
）

出
席
を
、
〈
「
回
は
「
御
偉
」
が
あ
る
理
由
で
差
し
控
え
さ
せ
、
鋪
設

の
み
を
行
な
う
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。
こ
の
「
御
憧
」
は
何
を
意

味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
記
事
の
四
日
前
に
、
兼
実
の
関
白
辞

（
卯
）

職
は
諸
人
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
お
り
、
つ
い
で
兼
実
は
、
弟
慈

円
の
所
領
処
分
を
奏
上
し
て
い
る
。
こ
の
、
慈
円
の
所
領
処
分
に
つ

い
て
、
『
三
長
記
』
に
は
、
「
衆
口
嗽
々
事
已
露
顕
獣
、
天
亡
二
良
弼
一

（
Ⅲ
）

歎
、
可
レ
悲
々
々
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
慈
円
の
所
領
処
分
は
、
兼

（
皿
）

実
の
関
白
辞
職
に
際
し
て
の
事
前
処
理
と
思
わ
れ
る
。
も
は
や
、
兼

実
の
関
白
辞
職
は
決
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
長
兼
は
「
事
已
露
顕

歎
、
天
亡
二
良
弼
一
嗽
、
可
レ
悲
々
々
」
と
悲
嘆
し
て
い
る
の
で
あ

一ハ一一一
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兼
実
の
関
白
「
辞
職
」
を
関
白
「
罷
免
」
と
み
な
す
従
来
の
理
解

で
は
、
頼
朝
は
通
親
等
に
よ
る
兼
実
の
関
白
罷
免
計
画
を
黙
認
し
て

い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
兼
実
の
関
白
辞
職
後
に
お
け
る
頼

朝
の
動
き
と
、
そ
れ
に
対
す
る
兼
実
の
反
応
を
み
る
こ
と
に
す
る
。

「
政
変
」
の
翌
年
の
正
月
、
『
玉
葉
』
建
久
八
年
（
二
九
七
）

正
月
二
日
条
に
は
、
「
午
刻
東
札
到
来
、
此
事
聞
驚
也
、
誰
言
し
之
」

と
記
さ
れ
、
頼
朝
か
ら
書
状
が
来
た
と
聞
い
た
兼
実
は
驚
い
て
い

る
。
ま
た
、
翌
建
久
九
年
（
一
一
九
八
）
正
月
に
も
、
「
自
二
西
山
一

（
路
）

被
し
送
二
頼
朝
卿
札
一
無
二
殊
事
一
」
「
今
日
東
札
到
来
、
其
詞
快
然
、

ろ
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
兼
実
は
、
自
ら
の
関
白
辞
職
の
意

向
が
諸
人
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
こ
と
を
「
憧
り
」
、
任
子
が
公

衆
の
面
前
へ
出
る
こ
と
を
差
し
控
え
さ
せ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

兼
実
の
正
式
な
関
白
辞
職
直
前
に
、
任
子
が
八
条
殿
へ
行
啓
し
た

の
は
、
父
兼
実
の
関
白
辞
職
に
伴
い
、
任
子
は
内
裏
を
隠
退
す
る
覚

悟
で
Ｉ
た
と
え
ど
ん
な
に
天
皇
の
寵
が
深
く
て
も
、
政
治
的
に
有

力
な
後
見
人
を
失
っ
た
后
妃
が
不
遇
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、

｜
条
天
皇
皇
后
定
子
の
例
か
ら
理
解
で
き
よ
う
ｌ
、
娘
昇
子
内
親

（
羽
）

王
を
八
条
院
の
猶
子
と
し
た
り
、
以
前
か
ら
九
条
家
を
支
援
し
て
き

（
別
）

た
女
院
の
い
る
八
条
殿
へ
「
行
啓
」
し
た
と
考
壱
え
ら
れ
る
。

三
「
政
変
」
と
頼
朝
の
関
連

法
政
史
学
第
四
十
六
号

こ
の
時
期
、
朝
廷
で
は
、
通
親
に
よ
っ
て
、
後
鳥
羽
天
皇
か
ら
土

御
門
天
皇
へ
の
譲
位
が
は
か
ら
れ
、
頼
朝
は
こ
の
譲
位
に
反
対
し
て

（
汀
）

い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
頼
朝
か
ら
の
書
状
の
内
容
が
快
事
で
あ

る
こ
と
に
、
兼
実
は
不
審
感
を
抱
い
て
い
る
。
ま
た
、
正
治
二
年

（
配
）

（
’
二
○
○
）
正
月
に
も
、
「
自
二
関
東
一
飛
脚
到
来
」
と
、
頼
朝
か

ら
書
状
が
到
来
し
て
い
る
。

そ
れ
よ
り
も
注
目
し
た
い
の
は
、
『
玉
葉
』
建
久
九
年
正
月
四
日

条
に
記
さ
れ
た
次
の
記
事
で
あ
る
。

Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ

今
日
、
頼
朝
卿
札
到
来
、
被
し
免
二
造
作
一
者
、
移
徒
又
可
レ
恐
、

Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
○
○
ｏ

早
可
レ
遂
云
々
、
可
レ
有
二
中
宮
入
内
一
之
由
、
錐
二
奏
聞
『
依
二
此

仰
「
不
し
可
レ
奏
云
々
、

頼
朝
が
任
子
の
内
裏
復
帰
を
画
策
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の

こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
通
説
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
、
頼
朝
は
娘
大

姫
の
入
内
の
た
め
に
、
反
兼
実
派
の
通
親
等
に
よ
る
兼
実
排
斥
計
画

を
黙
認
し
て
い
た
と
い
う
理
解
は
再
検
討
を
要
し
よ
う
。
こ
の
理
解

は
、
兼
実
の
関
白
辞
職
直
後
の
、
『
三
長
記
』
の
次
の
記
事
を
典
拠

と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
Ａ
）

（
妬
）

還
為
し
恐
」
し
」
、

る
０

；
或
人
告
示
云
、（
Ｂ
）

六
四

相
次
い
で
頼
朝
か
ら
書
状
が
ふ
じ
た
ら
さ
れ
て
い

四
割
不
山
可
囚
信
、
日
縦
立
羅
誹
崩
伊
挫
く
Ｎ
以
函
凹
恩
「
▼

：

思
登
車
成
し
答
、
可
一
一
用
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（
畑
）

』調科割引Ⅶ旬刊剖可、
通
説
的
理
解
は
、
傍
線
部
（
Ａ
）
の
み
に
注
視
し
て
い
る
と
い
え

よ
う
。
し
か
し
、
『
三
長
記
』
の
著
者
長
兼
は
、
傍
線
部
（
Ｂ
）
に

お
い
て
、
（
Ａ
）
で
記
し
た
風
聞
は
信
用
す
る
に
足
ら
な
い
、
た
と

え
そ
れ
が
事
実
で
あ
っ
て
も
、
自
分
は
そ
れ
を
意
に
介
さ
な
い
と
述

べ
て
い
る
。
現
に
長
兼
は
、
関
白
辞
職
後
の
兼
実
の
許
に
も
出
入
り

（
卯
）

し
、
尚
か
つ
、
新
関
［
□
近
衛
基
通
の
許
に
も
出
入
り
し
て
い
る
。

ま
た
、
『
三
長
記
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
記
さ
れ
て
い

ｚ
》
○

参
二
関
白
殿
「
去
夜
前
右
大
将
申
状
等
勵
麟
珊
剛
轍
幽
抑
左
大
弁

奏
聞
、
件
状
可
レ
申
二
殿
下
一
之
由
、
被
二
仰
下
『
価
持
参
也
、

こ
の
記
事
は
、
兼
実
の
関
白
辞
職
か
ら
十
日
後
の
、
建
久
七
年

（
’
一
九
六
）
十
二
月
五
日
条
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
か

ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
兼
実
の
関
白
辞
職
か
ら
そ
れ
ほ
ど
遡
ら
な

い
時
期
に
、
頼
朝
と
兼
実
が
政
治
的
交
渉
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
で

あ
る
。
従
来
の
理
解
が
説
く
よ
う
に
、
頼
朝
が
反
兼
実
派
に
よ
る
兼

実
罷
免
計
画
を
黙
認
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
頼
朝
は
兼
実
と
政
治

的
交
渉
を
持
つ
こ
と
を
極
力
避
け
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま

た
、
兼
実
を
罷
免
す
る
朝
廷
と
頼
朝
の
問
に
暗
黙
の
了
解
が
存
在
し

て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
頼
朝
の
返
書
は
、
左
大
弁
が
対
応
の
如

建
久
七
年
の
九
条
兼
実
「
関
臼
辞
職
」
（
遠
城
） ！ （
在
力
）

何
を
奏
聞
す
る
ま
で
も
な
く
、
直
接
新
関
白
基
通
の
許
へ
転
送
さ
れ

た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
こ
の
頼
朝
か
ら
の
返
書
に
対
し
、
朝
廷
か

（
別
）

雪
ら
再
度
書
状
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
の
朝
廷
か
ら
の
書
状

で
、
は
じ
め
て
、
頼
朝
は
関
白
が
兼
実
か
ら
基
通
に
替
わ
っ
た
こ
と

を
知
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
兼
実
の
関
白
辞
職
前
後
の
朝
廷
と
頼
朝
の
間
の
書

状
の
往
復
の
経
過
を
み
て
み
る
と
、
先
に
あ
げ
た
史
料
の
傍
線
部

（
Ａ
）
を
事
実
と
み
な
す
に
は
支
障
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
（
Ａ
）

に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
兼
実
が
関
白
を
辞
職
し
た
日
の
『
三
長

（
犯
）

記
』
に
「
巷
説
縦
横
、
記
而
無
し
益
、
可
レ
以
二
目
耳
二
と
記
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
の
「
巷
説
」
の
一
種
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
予
期
せ

ぬ
事
態
の
発
生
に
混
乱
状
態
と
な
っ
た
人
々
の
間
に
は
、
流
言
飛
語

が
流
れ
易
い
。
兼
実
の
関
白
辞
職
は
、
頼
朝
の
預
か
り
知
ら
ぬ
次
元

で
行
な
わ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

従
来
の
理
解
で
は
、
頼
朝
は
、
建
久
元
年
（
一
一
九
○
）
頃
か
ら

兼
実
を
見
限
り
始
め
て
い
た
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
旧
稿

及
び
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
頼
朝
は
兼
実
と
の
同
盟
関
係
を

崩
し
て
い
た
と
は
見
な
し
難
い
。
む
し
ろ
、
兼
実
の
方
が
頼
朝
か
ら

離
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
頼
朝
の
建
久
元
年

（
二
九
○
）
の
上
洛
時
と
建
久
六
年
（
二
九
五
）
の
上
洛
時
に

お
け
る
、
兼
実
の
頼
朝
に
対
す
る
態
度
に
明
ら
か
な
相
違
が
み
ら
れ

六
五
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る
か
ら
で
あ
る
。

建
久
元
年
（
’
一
九
○
）
の
上
洛
時
に
、
頼
朝
は
、
神
社
仏
寺
・

朝
廷
・
院
・
天
皇
・
丹
後
局
に
、
馬
や
金
銀
・
絹
布
等
を
献
上
し
て

（
羽
）

い
る
が
、
兼
実
に
贈
物
を
し
た
と
い
う
記
述
は
『
吾
妻
鏡
』
『
玉
葉
』

に
見
ら
れ
な
い
。
頼
朝
は
、
兼
実
に
は
贈
物
を
し
な
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
兼
実
は
頼
朝
の
右
近
衛
大
将
任
官
・
権

（
弧
）

大
納
言
補
任
を
積
極
的
に
画
策
し
て
い
る
。
そ
の
う
壹
几
、
頼
朝
の
帰

途
に
際
し
て
、
兼
実
は
、
「
勲
功
賞
大
功
田
百
町
」
が
頼
朝
に
宣
下

（
弱
）

さ
れ
る
よ
う
、
朝
廷
に
働
き
か
け
て
い
る
。
｜
方
、
建
久
六
年
（
一

一
九
五
）
の
上
洛
時
に
は
、
頼
朝
か
ら
贈
呈
さ
れ
た
馬
二
匹
に
、
兼

（
鋼
）

実
は
「
甚
乏
少
」
と
不
満
を
も
壱
わ
し
、
頼
朝
と
の
会
談
に
つ
い
て

（
幻
）

も
、
「
談
二
雑
事
二
と
消
極
的
で
あ
る
。
こ
の
時
の
兼
実
の
頼
朝
に

対
す
る
姿
勢
は
、
建
久
元
年
（
二
九
○
）
の
頼
朝
の
上
洛
時
に
、

頼
朝
と
の
会
談
の
内
容
を
詳
細
に
書
き
記
し
、
そ
の
主
旨
に
「
所

（
犯
）

レ
ー
ホ
之
巨
日
、
太
甚
深
也
」
と
感
銘
し
た
兼
実
と
は
、
明
ら
か
に
そ
の

態
度
が
違
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
、
兼
実
の
頼
朝
に
対
す
る
態
度
の
変
化
は
何
に
よ
る

（
羽
）

も
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
前
、
旧
稿
に
お
い
て
、
頼
朝
の
建
久
六
年

（
二
九
五
）
の
上
洛
時
に
、
頼
朝
が
進
呈
し
た
馬
二
匹
を
兼
実
が

不
満
に
思
っ
た
の
は
、
兼
実
の
「
縞
り
」
と
み
な
し
た
。
こ
の
時

期
、
兼
実
の
娘
後
鳥
羽
中
宮
任
子
は
、
兼
実
が
待
望
し
て
い
た
天
皇

法
政
史
学
第
四
十
六
号

（
ご
任
子
入
内
の
破
綻

前
節
ま
で
に
お
い
て
、
兼
実
は
関
白
を
「
罷
免
」
さ
れ
た
の
で
は

な
く
、
自
ら
辞
職
し
た
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
で
は
、
な
ぜ
兼
実
は

関
白
を
辞
職
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
考
察
す
る
に
際

し
、
貴
族
社
会
に
お
け
る
摂
関
政
治
の
基
盤
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ

ば
な
る
ま
い
。
当
時
、
摂
関
た
る
に
不
可
欠
な
要
素
は
、
天
皇
の
外

（
Ⅲ
）

戚
に
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
要
素
を
満
た
す
第
一
段
階
と
し
て
、
「
乱
世
」
で
は
な
く
、

の
子
を
懐
妊
し
、
里
邸
に
お
い
て
着
帯
の
儀
を
行
な
っ
て
い
る
。
旧

稿
で
は
、
任
子
の
皇
子
出
産
を
確
信
し
て
い
る
兼
実
に
と
っ
て
、
頼

朝
が
献
上
し
た
馬
二
匹
の
品
は
、
将
来
の
天
皇
の
外
祖
父
に
献
上
す

る
品
と
し
て
は
少
な
い
と
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
と
み
な
し
た
。
こ
の

こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
兼
実
が
頼
朝
に
対
し
て
態
度
を
変
化
さ
せ
た

の
は
、
娘
任
子
を
中
宮
に
立
て
、
天
皇
の
外
戚
へ
の
足
場
を
築
き
つ

つ
あ
っ
た
兼
実
が
、
自
ら
の
外
戚
摂
関
の
地
位
を
確
信
し
、
頼
朝
に

対
し
て
以
前
ほ
ど
そ
の
利
用
価
値
が
な
い
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
頼
朝
が
兼
実

を
見
限
り
、
反
兼
実
派
に
よ
る
兼
実
の
排
斥
に
荷
担
し
て
い
た
と
は

想
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

四
兼
実
の
関
白
辞
職
の
理
由

一
ハ
ー
ハ
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武
家
が
台
頭
し
て
い
な
い
公
家
社
会
で
の
摂
政
執
政
の
理
想
が
実
現

（
⑪
）

し
た
兼
実
は
、
娘
任
子
を
後
鳥
羽
天
白
三
の
後
宮
に
入
内
さ
せ
る
。
文

治
五
年
（
二
八
九
）
四
月
に
、
兼
実
は
後
白
河
法
皇
か
ら
入
内
許

（
化
）

可
を
取
得
し
、
「
歓
喜
之
田
熈
千
廻
万
廻
」
と
大
喜
び
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
文
治
六
年
（
二
九
○
）
正
月
の
入
内
に
先
立
つ
、
『
玉

葉
』
文
治
五
年
（
二
八
九
）
十
一
月
二
十
八
日
条
に
は
、
「
淡
海

公
者
、
我
氏
王
胤
出
来
給
始
也
、
其
後
継
し
踵
不
レ
絶
、
御
堂
者
、
累

祖
之
中
為
二
帝
外
祖
一
之
人
錐
し
多
、
繁
華
之
栄
、
莫
レ
過
二
彼
公
一
宇

治
殿
以
後
、
絶
而
無
二
此
事
「
為
し
取
二
其
始
終
「
尤
可
レ
祈
。
申
此
両

所
一
歎
、
入
内
之
本
意
、
只
在
二
皇
子
降
誕
一
者
歎
」
と
記
さ
れ
て
い

る
。
光
明
子
を
初
め
て
皇
族
外
か
ら
皇
后
と
し
て
立
て
、
藤
原
氏
の

天
皇
外
戚
の
礎
を
築
い
た
鎌
足
、
外
戚
藤
原
氏
の
最
大
の
栄
華
を
極

め
た
道
長
の
両
人
を
模
範
と
し
、
外
祖
父
に
な
れ
な
か
っ
た
頼
通
以

来
途
絶
え
て
い
る
、
外
戚
摂
関
の
繁
栄
を
得
る
こ
と
が
、
兼
実
の
任

子
入
内
の
目
的
で
あ
っ
た
。

（
㈹
）

建
久
一
元
年
（
’
一
九
○
）
四
月
に
、
入
内
以
来
祈
願
し
て
い
た
任

（
Ｍ
）

子
の
中
宮
立
后
が
実
現
し
、
あ
と
は
た
だ
白
三
子
誕
生
を
待
つ
ば
か
り

で
あ
る
。
建
久
二
年
（
二
九
一
）
に
は
、
「
今
日
女
一
房
三
位
殿
見
二

吉
夢
｛
可
レ
有
二
皇
子
降
誕
「
則
可
二
践
詐
一
之
吉
瑞
也
、
可
レ
悦
々
々
、

（
帽
）

可
し
感
々
々
」
と
、
女
一
房
が
見
た
士
□
夢
を
、
兼
実
は
皇
子
降
誕
・
践

詐
の
吉
瑞
と
歓
喜
し
て
い
る
。
ま
た
、
春
日
若
宮
祭
へ
の
任
子
の
奉

建
久
七
年
の
九
条
兼
突
「
関
白
辞
職
」
（
遠
城
）

幣に際し、「中宮安子降。誕皇子一釧峨獅岫度被レ発二諸社幣
帛
｛
為
し
追
二
彼
例
「
可
レ
有
二
奉
幣
一
也
、
七
社
」
と
、
円
融
天
皇
を

生
ん
だ
安
子
に
あ
や
か
り
、
奉
幣
を
七
社
に
施
し
て
い
る
。
さ
ら

に
、
任
子
主
催
の
淵
酔
の
宴
を
、
「
里
亭
儀
、
母
后
之
時
、
多
於
二
里

（
灯
）

亭
一
有
二
此
事
一
妻
後
常
祗
。
候
禁
裏
一
適
雌
レ
在
二
里
亭
｛
不
し
可
レ
然
」

と
、
上
東
門
院
彰
子
が
懐
妊
後
、
淵
酔
を
里
亭
で
開
い
た
例
に
な
ら

い
、
任
子
の
淵
酔
も
里
亭
で
開
か
せ
て
い
る
。
ま
た
、
今
ま
で
欠
い

て
い
た
興
福
寺
の
本
尊
を
、
任
子
の
沙
汰
と
し
て
造
立
さ
せ
た
の

も
、
「
此
事
濫
鵤
、
光
明
皇
后
御
願
也
、
我
氏
繁
花
之
起
、
以
二
彼
皇

后
一
為
し
始
、
今
当
二
中
宮
后
位
之
時
「
再
造
。
立
霊
像
「
実
機
感
時
至

（
州
）

者
歎
」
と
、
囲
〈
福
寺
本
尊
の
最
初
の
発
願
者
で
あ
る
光
明
皇
后
に
あ

や
か
る
意
図
を
含
ん
で
い
た
。

し
か
し
、
入
内
し
て
か
ら
四
年
経
っ
て
も
、
い
っ
こ
う
に
任
子
は

懐
妊
し
な
い
。
建
久
五
年
（
’
一
九
四
）
正
月
に
は
、
「
於
二
大
神

宮
一
供
。
養
金
泥
心
経
六
巻
｛
以
二
降
聖
阿
闇
梨
一
為
一
一
導
師
一
中
宮
王

子
誕
生
御
祈
也
、
又
春
日
神
社
同
経
一
巻
供
。
養
之
二
別
大
僧
正
為
二

導
師
「
各
副
二
布
施
物
『
余
今
日
転
．
読
心
経
千
巻
一
法
。
楽
大
神

（
㈹
）

宮
一
読
二
百
巻
一
法
。
楽
春
且
皆
王
子
誕
生
御
祈
也
」
と
、
大
が
か

り
な
皇
子
誕
生
の
祈
祷
が
営
ま
れ
て
い
る
。
兼
実
が
、
如
何
に
皇
子

誕
生
を
待
ち
望
ん
で
い
た
か
が
窺
わ
れ
る
。
そ
の
甲
斐
あ
っ
て
か
、

よ
う
や
く
任
子
は
懐
妊
す
る
。
建
久
六
年
（
二
九
五
）
一
一
一
月
の
着

六
七
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帯
の
儀
で
は
、
「
御
帯
可
レ
召
之
人
、
皆
有
し
障
、
大
将
錐
二
吉
例
｛
初

（
卯
）

度
子
為
し
女
、
価
余
所
し
進
也
」
と
、
最
初
に
も
》
つ
け
た
子
が
女
子
で

あ
っ
た
良
経
が
腹
帯
を
献
ず
る
こ
と
に
難
を
つ
け
、
兼
実
自
ら
が
任

子
に
腹
帯
を
献
じ
て
い
る
。
皇
子
を
産
ん
だ
后
妃
の
先
例
を
踏
襲

し
、
吉
夢
を
確
信
し
て
い
る
兼
実
に
と
っ
て
、
生
ま
れ
て
来
る
子
は

間
違
い
な
く
男
子
で
あ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
建
久
六
年
（
二
九
五
）
八
月
、
任
子
に
生
ま
れ
た

の
は
女
子
で
あ
っ
た
。
『
三
長
記
』
に
は
、
「
抑
日
来
可
二
皇
子
降
誕
一

之
由
、
或
有
二
霊
夢
｛
或
依
一
一
一
偏
天
下
一
同
調
。
歌
之
一
、
亦
御
祈
等

超
引
過
先
御
例
｛
修
法
及
冊
壇
一
、
辮
鎗
其
外
不
レ
可
二
勝
計
一
、

寛
弘
以
降
藤
氏
后
妃
無
二
此
儀
一
今
有
二
此
事
一
定
皇
子
御
欺
之
由
世

（
別
）

推
し
之
、
〈
了
如
レ
此
、
頗
以
似
二
遺
恨
一
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
今
ま
で

の
例
以
上
に
皇
子
降
誕
の
修
法
を
数
多
く
営
み
、
誰
も
が
皇
子
誕
生

を
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
へ
、
そ
れ
に
反
し
て
皇
女
が
生
ま

れ
、
兼
実
を
は
じ
め
周
囲
の
人
々
の
落
胆
は
相
当
な
も
の
で
あ
っ
た

と
う
か
が
わ
れ
る
。
因
み
に
、
こ
の
皇
女
昇
子
内
親
王
の
『
玉
葉
』

で
の
初
見
は
、
誕
生
か
ら
一
ヵ
月
後
の
、
建
久
六
年
（
二
九
五
）

九
月
一
日
条
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
兼
実
は
次
の
子
に
期
待
を
か
け

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
『
玉
葉
』
同
年
十
月
一
日
条
に
、
「
或
人
夢

云
、
大
一
霊
告
、
今
冬
、
可
レ
有
二
皇
子
懐
孕
之
慶
一
云
々
、
仰
而
可

レ
信
二
着
胎
一
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

法
政
史
学△
口

第
四
十
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こ
こ
で
気
に
な
る
の
は
、
皇
子
為
仁
を
産
ん
だ
在
子
の
存
在
で
あ

る
。
為
仁
が
生
ま
れ
る
の
は
、
建
久
六
年
（
二
九
五
）
十
一
月
一

（
魂
）

日
の
こ
と
で
あ
り
、
兼
実
が
任
子
の
第
二
子
に
期
待
を
か
け
る
こ
と

を
記
し
て
か
ら
、
僅
か
一
ヵ
月
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
考

え
合
わ
せ
る
と
、
任
子
の
次
の
子
に
期
待
す
る
と
い
う
、
兼
実
の
こ

の
言
葉
は
、
余
り
に
も
暢
気
で
楽
観
的
な
も
の
と
受
け
と
め
ら
れ

る
。
天
皇
の
外
祖
父
を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
在
子
の
存
在

と
、
万
が
一
在
子
に
皇
子
が
誕
生
し
た
場
合
に
対
す
る
対
策
を
考
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
兼
実
に
は
、
あ
た
か
も
在
子
の
こ

と
な
ど
眼
中
に
な
い
よ
う
な
様
子
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
金
沢
正
大
氏
が
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
さ

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
在
子
は
一
般
の
女
一
房
と
し
て
宮
中
に
仕
え

て
お
り
、
任
子
の
出
産
が
公
式
儀
式
で
あ
っ
た
の
と
は
異
な
り
、
在

子
は
密
か
に
宮
中
か
ら
退
出
し
、
母
親
が
再
嫁
し
て
い
る
源
通
親
の

庇
護
の
下
で
、
通
親
の
政
敵
で
あ
る
兼
実
の
目
を
避
け
て
、
極
秘
裡

（
園
）

に
出
産
し
た
、
と
。
出
産
間
近
の
在
子
に
対
す
る
兼
実
の
無
関
心
さ

か
ら
す
る
と
、
金
沢
氏
の
指
摘
は
傾
聴
す
べ
き
も
の
と
い
え
よ
う
。

そ
こ
で
、
在
子
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

在
子
に
関
す
る
史
料
と
し
て
、
次
の
史
料
が
あ
げ
ら
れ
る
。

○
今
の
御
門
の
御
霊
は
、
為
仁
と
申
し
き
、
御
母
は
、
能
円
法
印

と
い
ふ
人
の
娘
宰
相
の
君
と
て
仕
う
ま
つ
わ
れ
け
る
ほ
ど
に
、

六
八
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こ
の
御
門
生
ま
れ
さ
せ
給
ひ
て
、
後
に
は
内
大
臣
の
御
子
に
な

り
給
ひ
て
、
末
に
は
承
明
門
院
と
き
こ
え
き
、
か
の
大
臣
の
北

方
の
腹
に
て
於
は
し
け
れ
ば
、
も
と
よ
り
後
の
於
や
た
る
に
、

御
さ
い
は
ひ
さ
へ
ひ
き
出
絵
し
か
ば
、
ま
こ
と
の
御
女
に
か
は

ら
ず
、
こ
の
御
門
も
、
や
が
て
か
の
殿
に
ぞ
養
ひ
奉
ら
せ
給
ひ

（
Ｍ
）

け
る
、

○
承
明
門
院
は
能
円
法
師
が
女
な
れ
ば
、
法
師
の
女
の
国
母
な
る

こ
と
先
例
も
な
け
れ
ば
、
大
納
言
の
女
の
儀
に
て
、
院
号
よ
り

さ
き
に
先
准
后
の
宣
下
あ
り
し
時
も
、
源
氏
の
人
々
職
事
に
補

（
弱
）

し
て
、
振
舞
あ
は
れ
け
り
、

こ
れ
ら
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
在
子
が
通
親
の
養
女
と
な
る
の
は
、

為
仁
が
誕
生
し
て
か
ら
の
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
れ
ま
で
は
、
在

子
は
僧
侶
能
円
の
娘
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、
後
鳥
羽
天
皇
の
子

を
懐
妊
し
た
と
は
い
え
、
在
子
は
単
な
る
女
一
房
の
一
人
に
過
ぎ
ず
、

中
宮
任
子
の
ラ
イ
バ
ル
に
匹
敵
す
る
存
在
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
う

か
が
わ
れ
る
。
ま
た
、
在
子
の
皇
子
出
産
の
記
事
は
、
『
玉
葉
』
や

『
三
長
記
』
等
の
当
時
の
記
録
に
は
そ
の
記
述
が
な
く
、
任
子
の
皇

女
出
産
の
記
事
が
あ
る
『
百
錬
抄
』
に
も
、
在
子
の
出
産
の
記
事
は

記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
「
僧
侶
の
娘
」
で
あ
る
在
子

（
弱
）

は
、
后
妃
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
》
え
よ
う
。
そ
れ

ゆ
え
、
兼
実
も
注
意
を
払
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

建
久
七
年
の
九
条
兼
実
「
関
白
辞
職
」
（
遠
城
）

と
こ
ろ
で
、
在
子
に
つ
い
て
は
、
通
親
が
、
任
子
を
中
宮
に
た
て

た
兼
実
に
対
抗
す
る
目
的
で
、
在
子
を
養
女
に
し
て
後
鳥
羽
天
皇
の

（
印
）

後
宮
に
入
れ
た
と
す
る
見
方
が
あ
る
。
し
か
し
、
前
掲
の
在
子
に
つ

い
て
の
史
料
を
検
討
し
て
み
る
と
、
こ
の
と
ら
え
方
に
は
首
肯
し
が

た
い
。
在
子
の
出
産
以
前
に
お
い
て
は
、
通
親
と
在
子
は
、
養
父
・

養
女
の
関
係
に
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
通
親
は
、
在
子
が
皇
子
を
出

産
し
た
こ
と
で
、
こ
の
母
子
を
政
治
的
に
利
用
す
べ
く
、
在
子
を
養

女
に
迎
え
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
在
子
の
産
ん
だ
皇
子
為
仁
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
み
た

い
。
ま
ず
、
そ
の
出
生
の
日
に
ち
に
つ
い
て
は
、
十
一
月
一
日
と
十

（
詔
）

一
一
月
一
一
日
の
一
一
説
が
あ
る
。
そ
し
て
、
建
久
九
年
（
一
一
九
八
）
の

即
位
に
関
し
て
、
記
録
に
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

○
桑
門
之
外
孫
曽
無
し
例
、
而
通
親
卿
為
し
振
二
外
祖
之
威
一

脈
一
一
繊
酬
一
一
三
才
践
詐
、
為
二
不
吉
例
一
之
由
申
出
云
々
、
（
中

略
）
為
二
桑
門
之
孫
一
世
人
為
二
奇
異
一
為
し
休
二
其
噸
一
忘
二
帝

者
之
瑠
理
一
同
二
通
親
謀
一
云
々
、
愚
哉
、
以
二
小
人
入
魂
一
為
一
一
小

童
之
才
学
一
国
家
之
滅
亡
挙
レ
足
可
一
待
歎
、
於
二
占
卜
之
吉

兆
、
及
孔
子
賦
等
之
条
一
者
、
如
レ
此
之
事
、
只
依
二
根
元
之
邪

正
一
有
二
霊
告
之
真
偽
一
也
、
通
親
忽
補
一
一
後
院
別
当
一
禁
裏
仙

洞
可
レ
在
二
掌
中
一
歎
、
彼
卿
日
来
猶
執
二
国
柄
一
朏
鮒
一
珊
鵬
醗

今
仮
二
外
祖
之
号
一
独
．
歩
天
下
一
之
体
、
只
可
レ
以
レ
目
歎
、

六
九
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（
『
玉
葉
』
建
久
九
年
正
月
七
日
条
）

○
親
王
宣
旨
、
依
二
光
孝
天
皇
例
一
不
し
可
レ
被
二
宣
下
一
云
々
、
（
中

略
）
御
名
字
事
同
議
定
、
可
し
被
し
用
二
為
仁
一
云
々
、
（
『
一
一
一
長

記
』
建
久
九
年
正
月
九
日
条
）

○
皇
子
無
二
親
王
宣
旨
『
職
事
仰
二
上
卿
一
云
、
以
二
為
仁
皇
子
一
為
二

皇
太
子
「
即
可
レ
有
二
譲
位
一
云
々
、
是
光
仁
之
例
云
々
、
弓
削

法
皇
誰
人
乎
、
如
何
如
何
、
此
謹
光
範
卿
撰
進
云
々
、
為
人
之

音
、
如
何
如
何
、
非
二
為
身
事
一
歎
、
尤
可
レ
忌
歎
、
其
反
音
又

院
音
也
、
尤
可
レ
憧
歎
、
（
『
明
月
記
』
建
久
九
年
正
月
十
一
日

条
）

こ
れ
ら
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
在
子
の
産
ん
だ
皇
子
は
、
通
親
の
孫

で
は
な
く
、
僧
侶
能
円
の
孫
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
「
僧

侶
の
外
孫
」
の
皇
子
の
即
位
は
前
代
未
聞
で
あ
っ
た
こ
と
、
親
王
宣

下
が
さ
れ
て
な
く
、
謹
名
が
為
仁
と
さ
れ
た
の
も
、
建
久
九
年
に
、

通
親
に
よ
る
強
行
な
践
昨
に
際
し
て
定
め
ら
れ
た
こ
と
、
が
明
ら
か

で
あ
る
。

こ
こ
で
、
皇
嗣
と
し
て
誕
生
し
た
皇
子
と
、
そ
う
で
は
な
い
皇
子

と
の
処
遇
の
違
い
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

秋
山
喜
代
子
氏
が
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
皇

嗣
と
し
て
誕
生
し
た
皇
子
は
、
母
親
の
里
邸
で
誕
生
し
て
か
ら
ま
も

な
く
、
母
親
の
出
産
後
の
初
度
の
入
内
と
と
も
に
内
裏
に
渡
り
、
そ

法
政
史
学
第
四
十
六
号

れ
か
ら
親
王
宣
下
を
受
け
、
時
期
を
見
計
ら
っ
て
東
宮
に
擁
立
さ
れ

る
。
そ
し
て
東
宮
は
、
父
親
で
あ
る
天
皇
、
院
の
居
住
し
て
い
る
内

裏
や
院
御
所
で
養
育
さ
れ
る
。
一
方
、
親
王
宣
下
を
受
け
ら
れ
な
い

皇
子
や
、
有
力
な
後
見
人
が
い
な
か
っ
た
り
、
母
親
の
出
自
が
卑
し

い
皇
子
は
、
養
君
に
出
さ
れ
た
の
ち
、
出
家
し
て
僧
侶
と
な
る
以
外

に
道
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
秋
山
氏
は
、
「
僧
侶
の

孫
」
で
あ
る
為
仁
の
践
詐
に
つ
い
て
、
世
俗
の
秩
序
の
中
に
位
置
づ

け
ら
れ
な
い
僧
は
、
元
服
し
た
「
男
」
よ
り
下
位
に
置
か
れ
、
観
念

的
に
区
別
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
差
別
は
、
僧
の
子
や
孫
に
も
及
び
、

そ
れ
故
、
僧
の
孫
は
出
家
す
る
の
が
当
然
で
あ
り
、
兼
実
や
定
家

が
、
「
桑
門
之
孫
、
世
人
為
二
奇
異
「
為
し
休
二
其
瑚
『
忘
二
帝
者
之
瑠

理
こ
「
弓
削
法
皇
誰
人
乎
、
如
何
々
々
」
と
、
為
仁
の
即
位
に
憤
慨

し
て
い
る
こ
と
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
僧
侶
の
孫
」
の
皇
子
の
即

（
胡
）

位
や
一
兀
服
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
、
皇
嗣
と
し
て
の
皇
子
と
、
僧
侶
の
孫
の
皇
子
と
の
歴
然
と

し
た
違
い
に
つ
い
て
の
秋
山
氏
の
見
解
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
僧
侶
の
娘

の
所
世
で
、
誕
生
の
日
に
ち
が
確
か
で
は
な
く
、
親
王
宣
下
が
な
さ

れ
て
い
な
い
為
仁
は
、
東
宮
に
立
つ
こ
と
の
で
き
る
皇
子
で
は
な

く
、
出
家
し
て
僧
侶
に
な
る
皇
子
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

在
子
の
産
ん
だ
子
が
そ
の
よ
う
な
皇
子
だ
っ
た
と
は
い
え
、
こ
の

こ
と
は
、
朝
廷
内
に
波
紋
を
生
じ
さ
せ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら

七
○
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（
二
）
兼
一
房
の
登
用

（
肌
）

兼
実
に
は
、
同
腹
の
弟
に
、
兼
一
房
と
慈
円
が
い
た
が
、
も
と
も
と

兼
実
は
兼
一
房
と
は
、
「
一
一
位
之
中
将
兼
房
来
、
余
相
逢
、
件
人
錐
二
相

二
ヵ
月
後
の
建
久
七
年
（
一
一
九
六
）
正
月
十
七
日
、
兼
実
は
、
弟

（
帥
）

の
兼
一
房
と
「
可
二
上
表
一
事
」
を
一
水
し
合
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
二
ヵ
月
の
間
に
、
朝
廷
内
で
の
形
勢
の
逆
転
が
起
き
た
こ
と
は
確

か
で
あ
ろ
う
。
妻
が
前
夫
と
の
間
に
儲
け
た
子
が
、
宮
中
に
上
が
り

皇
子
を
産
ん
だ
と
い
う
、
極
め
て
好
運
な
出
来
事
が
到
来
し
た
通
親

が
、
こ
の
機
に
乗
じ
て
在
子
を
養
女
に
し
て
皇
子
を
手
元
に
預
か

り
、
「
僧
侶
の
孫
」
の
皇
子
の
践
詐
と
い
う
、
常
識
で
は
不
可
能
な

こ
と
の
実
現
に
向
け
て
行
動
し
始
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な

通
親
の
も
と
に
、
そ
れ
ま
で
の
兼
実
一
族
の
躍
進
に
不
満
を
抱
い
て

い
た
反
兼
実
派
達
が
塵
い
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

天
皇
の
外
祖
父
を
目
指
し
た
も
の
の
、
生
ま
れ
た
孫
が
皇
女
で

あ
っ
た
兼
実
は
、
朝
廷
内
の
こ
の
よ
う
な
形
勢
の
変
化
に
対
し
、
自

ら
の
引
き
時
を
見
極
め
、
兼
一
房
と
共
に
辞
職
の
意
向
を
固
め
た
と
考

え
ら
れ
る
。
兼
実
の
任
子
入
内
は
、
そ
の
最
終
的
な
目
的
１
１
皇
子

を
儲
け
、
東
宮
に
立
て
て
、
天
皇
に
す
る
こ
と
ｌ
ｌ
を
達
成
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。
任
子
の
入
内
は
、
破
綻
の
結
果
に
終
わ
っ
た

の
で
あ
る
。

建
久
七
年
の
九
条
兼
実
「
関
白
辞
職
」
（
遠
城
）

（
塊
）

親
一
年
来
不
し
来
、
今
日
始
来
、
末
し
得
二
其
一
息
一
」
と
、
同
母
兄
弟
で

あ
り
な
が
ら
呪
懇
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
兼
一
房
を
、
兼
実
は
任
子
の

（
田
）

中
宮
立
后
に
際
し
、
中
宮
大
夫
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
兼

実
は
兼
房
を
内
大
臣
と
し
（
中
宮
大
夫
に
は
兼
実
の
息
良
経
が
補
任

（
Ｍ
）

（
開
）

さ
れ
て
い
る
）
、
そ
の
う
え
太
政
大
臣
に
子
よ
で
し
た
。
兼
実
は
兼
一
房

に
つ
い
て
、
「
無
二
才
漢
一
無
二
労
積
「
只
以
一
一
先
公
之
旧
労
一
下
官

（
船
）

所
一
一
推
挙
一
也
、
為
二
上
古
之
政
一
者
、
猶
可
レ
謂
二
非
拠
一
者
歎
」
と
、

政
治
的
能
力
に
は
無
能
で
あ
る
と
評
し
て
い
る
。
後
白
河
法
皇
が
、

生
前
、
政
治
的
能
力
に
無
能
な
者
を
院
近
臣
と
し
て
登
用
し
て
い
た

（
師
）

こ
と
を
強
く
批
判
１
）
た
兼
実
が
、
な
ぜ
不
適
を
承
知
で
兼
一
房
を
太
政

大
臣
に
ま
で
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
兼
実
と
兼
一
房
の
関
係

に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

承
安
四
年
（
’
一
七
四
）
三
月
、
八
条
院
の
内
密
の
御
行
の
共

に
、
兼
房
が
兼
実
と
同
様
に
車
を
連
ね
て
き
た
こ
と
を
、
兼
実
は

「
此
事
不
レ
可
レ
然
、
錐
二
密
々
儀
一
於
二
件
人
一
者
尤
可
二
騎
馬
供
奉
『

不
し
然
者
専
不
レ
可
一
一
参
仕
一
若
又
自
二
閑
路
一
可
一
一
参
会
一
歎
、
乗
車
属

（
岡
）

従
之
条
、
太
以
見
苦
事
也
」
１
と
、
兼
房
の
行
動
を
非
難
し
、
む
し
ろ

兼
実
は
兼
一
房
を
毛
嫌
い
し
て
い
る
。
ま
た
、
寿
永
二
年
（
’
一
八

三
）
十
一
月
、
源
義
仲
が
法
住
寺
御
所
を
襲
撃
し
て
い
る
最
中
に
参

院
し
た
兼
房
が
戦
闘
に
巻
き
込
ま
れ
、
車
も
従
者
も
失
い
、
徒
歩
で

却
イ

あ
ば
ら
屋
に
避
難
－
し
た
と
聞
い
た
兼
実
は
、
「
日
来
都
籠
居
之
人
、

七
一
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法
政
史
学
第
四
十
六
号

（
的
）

何
故
今
日
被
二
院
参
一
哉
、
尾
篭
之
甚
、
可
レ
謂
二
鳴
呼
々
々
｜
」
と
、

状
況
を
わ
き
ま
え
な
い
兼
房
の
行
為
に
呆
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
、
兼
実
の
目
か
ら
み
れ
ば
愚
鈍
な
弟
兼
房
の
息
兼
良
を
、
兼
実
は

自
分
の
猶
子
と
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
「
故
太
閤
禅
門
之
孫

也
、
功
臣
之
後
胤
、
外
家
猶
以
有
二
優
恕
「
況
正
孫
哉
、
錐
し
為
二
彼
大

（
わ
）

納
一
一
一
一
口
息
一
強
不
し
可
し
混
一
一
凡
俗
『
然
而
、
殊
有
レ
所
し
思
為
一
一
猶
子
一
」

と
、
兼
実
が
尊
敬
す
る
、
賢
才
な
宰
相
で
あ
っ
た
父
故
関
白
忠
通
の

嫡
孫
で
あ
る
兼
良
が
、
そ
の
父
兼
一
房
の
よ
う
に
凡
俗
に
な
る
こ
と
を

惜
し
ん
だ
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
例
を
見
て
み
る
と
、
兼
実
は

兼
一
房
を
、
同
母
弟
で
あ
り
な
が
ら
、
凡
庸
な
、
同
腹
で
あ
る
こ
と
を

恥
と
思
っ
て
い
る
よ
う
に
う
か
が
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
兼
実
は
兼
房
を
劣
評
す
る
一
方
で
、
兼
房
の
昇
進

を
図
っ
て
い
る
。
嘉
応
二
年
（
’
一
七
○
）
九
月
に
、
兼
実
は

「
家
賞
事
」
と
し
て
兼
一
房
の
叙
二
位
を
工
作
し
た
が
、
成
功
し
な

（
、
）

か
つ
た
。
ま
た
、
兼
一
房
の
中
納
一
一
一
己
任
官
も
画
策
し
て
い
る
が
実
を
結

（
犯
）

ん
で
い
な
い
。
兼
実
は
、
こ
の
兼
一
房
中
納
一
一
一
一
口
任
官
失
敗
に
つ
い
て
、

「
凡
此
人
於
レ
余
殊
有
二
遺
恨
一
敢
無
一
一
会
釈
一
然
而
依
レ
億
レ
家
、
取
二

（
ね
）

再
一
一
一
推
挙
「
無
二
許
容
一
之
条
、
又
非
二
愚
兄
之
過
失
一
耳
」
と
記
し
て

い
る
。
昇
進
が
思
う
よ
う
に
い
か
な
い
兼
一
房
は
、
同
腹
の
兄
弟
で
あ

り
な
が
ら
右
大
臣
の
要
職
に
あ
る
兄
兼
実
を
妬
ま
し
く
思
っ
て
い
る

こ
と
が
う
か
が
え
る
。

（
三
）
慈
円
の
本
望

兼
実
が
、
無
能
な
弟
兼
房
の
昇
進
に
奔
走
し
た
こ
と
に
み
ら
れ

る
、
兼
実
の
「
家
」
の
た
め
の
昇
進
運
動
は
、
兼
実
の
も
う
一
人
の

弟
慈
円
に
つ
い
て
も
み
ら
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
慈
円
は
兼
実
の

計
ら
い
に
よ
り
、
僧
籍
に
お
い
て
最
高
位
ま
で
昇
り
つ
め
て
い
る
。

し
か
し
、
建
久
二
年
（
二
九
一
）
六
月
、
慈
円
は
座
主
の
辞
意
を

（
沼
）

申
し
出
て
い
る
（
勅
許
は
得
ら
れ
て
い
な
い
）
。
ま
た
、
同
年
十
一

（
ね
）

月
に
も
、
平
等
院
執
印
の
辞
意
を
表
明
し
て
い
る
（
こ
の
慈
円
の
辞

（
卯
）

一
息
に
つ
い
て
、
兼
実
は
「
付
二
法
印
辞
退
｛
其
志
甚
深
、
可
レ
貴
々
々
」

兼
実
と
兼
一
房
の
仲
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
兼
実
は
兼
一
房
の
昇
進
の
便
宜
を
図
っ
て
い
る
。
兼
実
が
兼
房
の

昇
進
を
画
策
す
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
金
沢
正
大
氏
に
よ
れ

ば
、
兼
実
は
、
昇
進
に
つ
い
て
、
「
摂
家
」
「
華
族
」
「
諸
大
夫
」
と

（
刑
）

い
っ
た
家
格
に
相
応
し
た
昇
進
を
理
念
と
し
て
い
た
と
い
う
。
兼
実

が
意
図
し
て
い
る
、
昇
進
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
理
念
を
ふ
ま
え

る
と
、
兼
実
が
愚
劣
と
評
し
、
同
腹
の
弟
で
あ
り
な
が
ら
疎
遠
な
仲

（
布
）

の
兼
一
房
の
昇
進
を
わ
ざ
わ
ざ
図
っ
て
い
る
の
は
、
「
家
賞
事
」
「
依

（
巧
）

（
汀
）

し
億
レ
家
」
「
只
以
二
先
公
之
旧
労
こ
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
摂
関

家
と
い
う
「
家
」
の
た
め
に
、
兼
房
の
昇
進
運
動
を
行
な
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

七
一
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と
記
し
て
い
る
）
。
さ
ら
に
、
建
久
五
年
（
二
九
四
）
に
も
、
慈

（
別
）

円
は
天
台
座
主
・
法
務
・
権
僧
正
の
辞
意
を
表
明
し
て
い
る
（
こ
の

時
、
慈
円
の
辞
意
は
頼
朝
に
も
伝
え
ら
れ
た
が
、
頼
朝
は
こ
れ
を
認

（
皿
）

め
て
い
な
い
）
。

慈
円
の
、
こ
れ
ら
再
三
に
わ
た
る
辞
意
表
明
は
ど
の
よ
う
に
理
解

す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
多
賀
宗
隼
氏
に
よ
れ
ば
、
慈
円
の
和

歌
は
、
単
に
花
鳥
風
月
を
詠
ん
だ
も
の
で
は
な
く
、
慈
円
の
心
の
忠

実
な
記
録
で
あ
り
、
慈
円
を
識
る
こ
と
は
彼
の
詠
ん
だ
歌
を
解
す
る

（
閉
）

こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
、
慈
円
が
僧
籍
に
あ
る
身
を
詠
っ
た

と
思
わ
れ
る
歌
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

Ａ
お
ほ
け
な
く
憂
き
世
の
民
に
お
ほ
ふ
か
な
我
が
立
つ
杣
に
す

（
別
）

み
ぞ
め
の
袖

Ｂ
い
ざ
や
雪
頭
の
上
に
う
つ
す
ま
で
山
の
主
と
も
恩
ふ
く
き

（
開
）

身
か

（
船
）

Ｃ
恩
は
ざ
り
き
命
な
が
『
ｂ
の
山
と
又
度
々
法
の
花
を
見
む
と
は

Ｄ
逢
ひ
難
き
中
に
近
江
の
山
高
み
三
度
来
に
け
る
身
を
如
何
に

（
師
）

せ
む

Ｅ
三
度
来
て
ま
た
か
へ
り
ぬ
る
み
山
べ
の
露
に
し
ほ
る
る
身
を

（
閉
）

い
か
に
せ
ん

Ａ
は
、
百
人
一
首
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
、
慈
円
の
よ
く
知
ら
れ

た
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
、
多
賀
氏
は
、
「
彼
の
地
位
・
境

建
久
七
年
の
九
条
兼
実
「
関
白
辞
職
」
（
遠
城
）

（
ｗ
）

遇
と
、
意
気
・
抱
負
１
と
を
、
緊
張
と
荘
重
の
う
ち
に
よ
く
表
現
」
し

て
い
る
と
、
前
向
き
な
見
方
で
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
国
文

学
の
観
点
か
ら
は
、
「
『
我
が
立
つ
杣
』
に
吹
く
時
代
の
風
は
烈
し

く
、
激
動
の
中
世
を
生
き
る
作
者
に
と
っ
て
、
伝
教
大
師
の
よ
う
な

『
仏
た
ち
』
に
囲
ま
れ
た
精
神
境
は
い
ま
や
望
む
べ
く
も
な
い
。

『
お
ほ
け
な
く
』
と
い
う
一
句
を
冒
頭
に
お
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

と
こ
ろ
に
、
政
治
の
混
迷
に
巻
き
込
ま
れ
、
こ
の
渦
中
で
苦
悶
す
る

慈
円
の
姿
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
反
面
そ
の
よ
う
な
過
酷

な
現
実
に
生
き
た
か
ら
こ
そ
得
ら
れ
る
宗
教
人
と
し
て
の
〈
悲
し
い

客
観
性
〉
と
い
っ
た
も
の
が
、
彼
の
心
を
強
く
領
し
て
い
た
こ
と
も

（
肌
）

事
実
だ
ろ
う
」
１
と
、
消
極
的
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
「
お
ほ
け

な
し
」
と
は
、
身
分
・
地
位
・
能
力
・
年
齢
な
ど
か
ら
考
え
て
、
心

・
態
度
・
振
る
舞
い
が
ふ
さ
わ
し
く
な
く
、
出
す
ぎ
て
い
る
様
を
表

わ
す
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
「
お
ほ
け
な
し
」
の
意
味
や
、

先
に
あ
げ
た
慈
円
の
再
三
の
辞
意
表
明
を
ふ
ま
え
る
と
、
Ａ
の
解
釈

は
、
後
者
の
方
が
適
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
慈
円

の
、
高
い
僧
籍
に
対
す
る
消
極
的
な
姿
勢
は
、
Ｂ
以
下
の
歌
に
も
み

ら
れ
る
。

Ｂ
は
、
建
久
三
年
（
’
’
九
一
一
）
に
、
慈
円
が
座
主
に
任
命
さ
れ

た
こ
と
を
聞
い
た
藤
原
俊
成
が
、
慈
円
に
贈
っ
た
「
峯
の
雪
心
の
底

（
別
）

を
聞
き
し
時
山
の
主
上
」
は
か
ね
て
知
り
に
き
」
の
、
座
主
就
任
を
祝

七
＝
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う
意
の
歌
に
対
す
る
返
歌
で
あ
る
。
「
い
ざ
や
」
に
は
、
「
さ
あ
、
い

い
え
、
ど
う
も
（
～
で
き
な
い
）
」
と
い
う
否
定
的
な
意
味
が
あ

る
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
Ｂ
は
、
慈
円
が
、
「
（
座
主
に
就
任

し
た
と
は
い
え
）
頭
に
白
い
も
の
が
見
え
る
頃
ま
で
と
て
も
務
め
る

こ
と
が
で
き
る
身
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
詠
っ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ

よ
う
。
多
賀
氏
は
、
「
座
主
職
を
以
て
お
う
け
な
き
職
と
す
る
辞
令

（
皿
）

の
中
に
も
こ
れ
を
敬
重
す
る
念
が
ほ
の
見
》
え
て
い
る
」
と
、
「
い
ざ

や
」
を
謙
遜
の
意
で
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
先
に
あ
げ
た
、
『
玉

葉
』
に
見
え
る
慈
円
の
辞
意
表
明
を
ふ
ま
え
る
と
、
氏
の
解
釈
に
は

首
肯
し
か
ね
る
。
ま
た
、
Ｃ
・
，
．
Ｅ
は
、
多
賀
氏
が
、
慈
円
が
三

度
目
の
座
主
職
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
を
詠
ん
だ
も
の
と
さ
れ
て
い
る

（
”
）

歌
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
座
主
就
任
を
喜
ぶ
歌
と
は
解
釈
し
難
い
。

こ
の
他
に
も
、
慈
円
は
「
墨
染
の
袖
に
包
め
る
嬉
し
さ
は
後
の
世
に

（
肌
）

こ
そ
身
に
は
餘
ら
め
」
「
こ
の
度
を
限
り
に
は
せ
む
と
恩
ふ
か
な
身

（
開
）

も
》
つ
け
難
く
法
も
得
難
し
」
「
あ
さ
ま
し
や
仏
の
道
に
入
る
人
の
何

（
叩
）

を
心
に
恩
ひ
ま
す
ら
む
」
と
、
僧
籍
に
厭
世
的
な
一
息
の
歌
を
詠
ん
で

い
る
の
で
あ
る
。

『
拾
王
集
』
収
載
の
慈
円
の
和
歌
に
つ
い
て
、
国
文
学
の
観
点
か

ら
考
察
さ
れ
た
山
口
純
代
氏
に
よ
れ
ば
、
慈
円
は
、
九
条
家
の
一
員

と
し
て
の
使
命
感
も
地
位
も
身
分
も
捨
て
、
社
会
的
拘
束
の
無
い
、

（
Ｗ
）

自
由
な
遁
世
生
活
に
憧
れ
て
い
た
と
い
う
。
兼
実
の
、
摂
関
家
の
人

法
政
史
学
第
四
十
六
号

問
は
高
位
高
官
に
就
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
図
と
は
裏
腹

に
、
慈
円
自
身
は
、
高
位
な
僧
籍
に
就
く
こ
と
は
本
望
で
は
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
卵
）

｜
方
、
『
寺
門
吉
同
僧
記
』
所
収
の
「
園
城
寺
衆
徒
等
申
状
」
に
は
、

兼
実
が
慈
円
を
四
天
王
寺
別
当
職
に
補
し
た
人
事
は
園
城
寺
衆
徒
の

反
感
を
買
い
、
頼
朝
が
仲
裁
に
入
っ
て
和
解
し
た
こ
と
、
ま
た
、
兼

実
の
こ
の
行
為
は
、
｜
族
の
繁
栄
の
た
め
の
私
利
私
欲
行
為
で
、
建

久
七
年
の
政
変
は
、
寺
門
三
宝
の
威
厳
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
記

さ
れ
て
い
る
。
兼
房
の
才
能
や
慈
円
の
願
望
を
無
視
し
た
、
兼
実
の

「
摂
関
家
」
の
た
め
の
一
族
人
事
は
、
か
な
り
強
引
な
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

兼
実
が
、
政
治
的
能
力
に
欠
け
る
兼
房
を
、
不
適
を
承
知
で
登
用

し
た
り
、
慈
円
に
、
本
人
の
願
望
と
は
正
反
対
の
高
位
な
僧
籍
を
与

え
た
り
す
る
強
引
な
一
族
の
人
事
登
用
を
行
な
っ
た
の
は
、
「
摂
関

家
」
と
い
う
「
家
」
の
た
め
で
あ
り
、
任
子
を
後
宮
に
入
れ
た
の
も

「
家
」
の
た
め
で
あ
る
。
兼
実
は
、
任
子
に
皇
子
が
生
ま
れ
る
こ
と

を
前
提
に
、
兼
一
房
や
慈
円
を
高
位
高
官
に
就
け
、
「
摂
関
家
」
の
た

め
の
事
業
の
総
仕
上
げ
で
あ
る
外
戚
体
制
を
固
め
た
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
兼
実
の
強
引
な
一
族
人
事
は
、
朝
廷
内
に

不
満
分
子
を
増
や
す
こ
と
に
な
る
。
金
沢
正
大
氏
は
、
兼
実
の
人
事

政
策
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る
。
氏
に
よ
れ
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ば
、
兼
実
は
摂
政
就
任
後
、
後
白
河
院
政
下
に
、
家
格
に
相
応
し
な

い
立
身
出
世
を
遂
げ
た
院
近
臣
達
を
次
々
と
排
除
し
て
お
り
、
こ
の

政
策
は
、
自
ら
の
派
閥
か
ら
も
反
発
を
招
い
た
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て

（
的
）

い
る
。
私
利
私
欲
の
一
族
人
事
を
通
す
兼
実
の
執
政
に
不
満
な
反
兼

実
派
達
は
、
反
撃
の
機
会
の
到
来
を
う
か
が
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
生

ま
れ
た
の
が
、
皇
子
為
仁
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

為
仁
の
母
在
子
は
、
僧
侶
能
円
の
娘
で
、
后
妃
で
は
な
く
、
女
房

の
一
人
に
す
ぎ
ず
、
為
仁
も
東
宮
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
皇
子
で
は

な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
在
子
の
母
は
通
親
に
再
嫁
し
て
い
た
。
通

親
は
、
い
わ
ば
こ
の
「
義
理
の
娘
」
の
皇
子
出
産
を
最
大
限
に
利
用

し
は
じ
め
る
。
在
子
を
自
ら
の
養
女
に
迎
え
、
「
外
孫
」
に
あ
た
る

こ
と
に
な
る
皇
子
為
仁
１
１
本
来
な
ら
ば
僧
に
な
る
は
ず
で
、
践
詐

な
ど
実
現
不
可
能
な
皇
子
ｌ
の
即
位
に
向
け
て
着
々
と
準
備
を
始

め
る
。
こ
の
よ
う
な
好
機
運
の
波
に
乗
っ
た
通
親
の
も
と
に
、
反
兼

実
派
達
は
結
集
す
る
。

兼
実
は
、
不
当
を
貫
い
て
ま
で
外
戚
体
制
を
形
成
し
た
も
の
の
、

自
分
の
娘
に
は
皇
子
は
誕
生
せ
ず
、
外
戚
体
制
下
の
強
引
な
兼
実
の

一
族
人
事
に
対
し
て
、
不
満
分
子
は
増
大
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
思

い
も
か
け
な
い
、
通
親
の
「
外
孫
の
皇
子
」
の
出
現
で
あ
る
。
こ
こ

で
兼
実
は
、
自
ら
の
敗
北
を
悟
っ
た
の
で
あ
る
。
建
久
七
年
（
二

九
六
）
正
月
十
七
日
、
外
祖
父
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
兼

建
久
七
年
の
九
条
兼
実
「
関
白
辞
職
」
（
遠
城
）

本
稿
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な

る
。『
玉
葉
』
『
三
長
記
』
を
主
な
典
拠
と
し
て
、
建
久
七
年
の
「
政

変
」
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
『
愚
管
抄
』
に
立
脚
し
た
通
説
的
理
解

で
は
、
兼
実
は
通
親
ら
反
対
勢
力
に
よ
り
失
脚
さ
せ
ら
れ
、
頼
朝
も

そ
れ
を
黙
認
し
て
い
た
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
記
録
類
に

も
と
づ
い
て
み
て
み
る
と
、
兼
実
は
、
関
白
を
罷
免
に
な
っ
た
と
は

い
い
難
い
。
ま
た
、
「
関
東
の
住
人
」
頼
朝
に
と
っ
て
、
こ
の
「
政

変
」
は
、
寝
耳
に
水
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。

摂
関
家
に
生
ま
れ
た
兼
実
は
、
外
戚
摂
関
の
再
興
を
目
指
し
て
い

た
。
こ
の
理
想
実
現
の
た
め
、
兼
実
は
娘
任
子
を
後
鳥
羽
天
皇
の
後

宮
に
入
内
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
政
治
的
能
力
に
欠
け
る
弟
兼
房
を
昇

実
は
、
外
戚
体
制
形
成
の
た
め
に
太
政
大
臣
に
し
た
弟
兼
房
と
共

に
、
関
白
の
座
を
降
り
る
決
心
を
つ
け
た
の
で
あ
る
。
金
沢
正
大
氏

に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
、
兼
実
は
公
卿
人
事
を
行
な
っ
て
い
な
い
と

乢
弧
・
こ
の
こ
と
は
、
兼
実
に
引
退
の
意
向
が
生
じ
た
た
め
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
兼
実
の
関
白
辞
職
は
、
「
家
」
の
た
め
に
、
不
当

な
一
族
人
事
を
貫
い
た
も
の
の
、
そ
れ
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
こ
と
に

対
す
る
「
引
責
辞
任
」
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

七
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進
さ
せ
、
慈
円
を
、
本
人
の
意
志
に
関
係
な
く
、
高
い
僧
籍
に
就
か

せ
た
。
こ
の
、
強
引
な
一
族
の
人
事
登
用
に
よ
り
、
任
子
に
生
ま
れ

る
は
ず
で
あ
る
皇
子
の
外
戚
体
制
を
築
き
上
げ
た
。

と
こ
ろ
が
、
任
子
に
生
ま
れ
た
の
は
皇
女
で
あ
っ
た
。
兼
実
は
、

後
白
河
法
皇
が
、
生
前
、
政
治
的
に
無
能
な
者
を
院
近
臣
と
し
て
登

用
し
、
朝
政
に
関
与
さ
せ
る
こ
と
に
反
対
を
唱
え
、
摂
政
就
任
後

は
、
そ
の
排
除
に
努
め
て
き
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
兼
実
は
「
摂

関
家
」
と
い
う
家
の
た
め
、
不
適
を
承
知
で
、
政
治
的
能
力
に
欠
け

る
兼
房
を
太
政
大
臣
に
ま
で
昇
進
さ
せ
、
慈
円
に
も
、
反
対
派
の
声

を
押
さ
え
て
高
い
僧
籍
を
与
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
兼
実
の
人
事

政
策
に
、
反
兼
実
派
の
み
な
ら
ず
、
自
己
の
派
閥
か
ら
も
反
発
が
出

て
い
た
。
反
兼
実
分
子
は
膨
れ
上
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ

に
、
任
子
の
第
二
子
を
待
つ
間
も
な
く
、
天
皇
の
外
祖
父
競
争
と
は

無
縁
の
皇
子
を
外
孫
に
し
た
「
外
祖
父
」
通
親
の
も
と
に
、
反
兼
実

派
が
そ
の
行
動
を
開
始
す
る
。

こ
こ
で
兼
実
は
、
悲
願
で
あ
っ
た
外
戚
摂
関
の
地
位
を
断
念
す

る
。
そ
れ
か
ら
二
ヵ
月
後
に
、
兼
房
と
執
柄
を
上
表
す
る
こ
と
を
相

談
し
、
一
切
の
公
卿
人
事
か
ら
手
を
引
い
た
。

建
久
七
年
の
「
政
変
」
は
、
「
ク
ー
デ
タ
ー
」
で
は
な
い
。
兼
実

は
、
目
指
し
て
い
た
外
戚
摂
関
再
興
が
失
敗
に
終
わ
り
、
自
ら
が
行

な
っ
た
不
当
な
一
族
人
事
に
対
す
る
責
任
を
と
っ
て
、
関
白
を
「
辞

法
政
史
学
第
四
十
六
号

職
」
し
た
の
で
あ
る
。
兼
実
が
払
拭
し
き
れ
な
か
っ
た
「
家
格
」
の

観
念
が
、
自
ら
の
政
治
的
生
命
を
縮
め
る
結
果
を
導
い
た
と
い
え
よ

》
っ
。註（
１
）
上
横
手
雅
敬
「
幕
府
と
京
都
」
（
『
京
都
の
歴
史
２
』
’
九
七
一
、

同
著
『
鎌
倉
時
代
政
治
史
研
究
』
〔
吉
川
弘
文
館
、
’
九
九
一
〕
に

所
収
）
．
杉
橋
隆
夫
「
鎌
倉
初
期
の
公
武
関
係
ｌ
建
久
年
間
を
中

心
に
Ｉ
」
（
『
史
林
』
五
四
巻
六
号
、
’
九
七
一
）
．
多
賀
ゆ
か
り

「
鎌
倉
初
期
の
公
武
関
係
」
（
『
史
窓
』
三
一
一
一
号
、
’
九
七
五
）
。
『
日

本
歴
史
大
系
２
中
世
編
』
（
山
川
出
版
社
、
’
九
八
五
）
七
四
頁

（
新
田
英
治
氏
執
筆
部
分
）
。

（
２
）
遠
城
悦
子
「
建
久
元
年
の
源
頼
朝
上
洛
に
関
す
る
一
考
察
」
（
『
法

政
史
学
』
四
四
号
、
’
九
九
二
）
六
六
～
七
四
頁
。
同
「
建
久
六
年

の
源
頼
朝
上
洛
に
つ
い
て
の
再
考
察
」
Ｓ
法
政
史
学
』
四
五
号
、
一

九
九
三
）
。

（
３
）
『
三
長
記
』
建
久
七
年
十
一
月
一
一
日
条
。

（
４
）
「
三
長
記
』
建
久
七
年
十
一
月
五
日
条
。

（
５
）
同
右
。

（
６
）
『
三
長
記
』
建
久
七
年
十
一
月
七
日
条
。

（
７
）
『
三
長
記
』
建
久
七
年
十
一
月
二
十
五
日
条
。

（
８
）
『
公
卿
補
任
』
建
久
七
年
の
項
参
照
。

（
９
）
『
一
一
一
長
記
』
建
久
七
年
十
二
月
二
日
、
一
一
一
日
、
四
日
、
九
日
条
。
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（
皿
）
『
一
一
一
長
記
」
建
久
七
年
十
二
月
二
日
条
。

（
、
）
「
三
長
記
』
建
久
七
年
十
一
一
月
一
一
一
日
条
。

（
、
）
『
三
長
記
』
建
久
七
年
十
二
月
四
日
条
。

（
旧
）
「
玉
葉
』
元
暦
元
年
九
月
十
三
日
条
。

（
ｕ
）
『
玉
葉
』
元
暦
元
年
九
月
十
八
日
条
。

（
旧
）
『
玉
葉
』
元
暦
元
年
十
月
二
十
九
日
条
。

（
旧
）
『
玉
葉
』
元
暦
元
年
十
月
三
十
日
条
。

（
Ⅳ
）
『
玉
葉
』
元
暦
元
年
十
月
二
十
九
日
条
。

な
お
、
『
玉
葉
』
寿
永
二
年
四
月
一
一
一
日
条
に
も
、
兼
実
が
右
大
臣
を

良
経
に
譲
り
た
い
意
向
の
記
事
が
あ
る
。

（
旧
）
『
後
愚
昧
記
』
永
徳
一
一
一
年
二
月
二
日
条
。

（
旧
）
『
玉
葉
』
建
久
元
年
十
一
月
一
一
十
三
日
条
に
、
「
賀
茂
臨
時
祭
也
、

（
中
略
）
中
宮
上
御
壼
弥
御
装
束
如
レ
常
」
と
あ
り
、
任
子
は
、
賀
茂

臨
時
祭
に
、
毎
年
出
席
し
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
。

（
別
）
『
三
長
記
』
建
久
七
年
十
一
月
十
八
日
条
。

（
Ⅲ
）
『
三
長
記
』
建
久
七
年
十
一
月
十
九
日
条
。

（
皿
）
『
三
長
記
』
建
久
七
年
十
一
月
一
一
十
六
日
条
。

（
閉
）
『
三
長
記
』
建
久
六
年
十
一
一
月
五
日
条
。

（
別
）
五
味
文
彦
「
八
条
院
を
め
ぐ
る
諸
権
門
」
（
『
小
川
信
先
生
古
希
記

念
論
集
日
本
中
世
政
治
社
会
の
研
究
』
続
群
書
類
従
類
従
完
成

会
、
一
九
九
一
）
三
八
頁
。

（
閲
）
『
玉
葉
』
建
久
九
年
正
月
五
日
条
。

（
船
）
『
玉
葉
』
建
久
九
年
正
月
七
日
条
。

（
〃
）
同
右
。

建
久
七
年
の
九
条
兼
実
「
関
白
辞
職
」
（
遠
城
）

（
羽
）
『
玉
葉
』
正
治
二
年
正
月
二
十
七
日
条
。

（
閉
）
『
三
長
記
』
建
久
七
年
十
一
月
二
十
八
日
条
。

（
釦
）
『
三
長
記
』
建
久
七
年
十
一
一
月
六
日
、
七
日
条
。

（
皿
）
『
三
長
記
』
建
久
七
年
十
一
一
月
六
日
条
。

（
皿
）
『
三
長
記
』
建
久
七
年
十
一
月
二
十
五
日
条
。

（
別
）
『
吾
妻
鏡
』
建
久
元
年
十
一
月
十
一
日
、
十
一
一
一
日
、
十
六
日
、
二

十
一
一
百
、
十
二
月
四
日
、
五
日
、
八
日
条
。

（
狐
）
『
玉
葉
』
建
久
元
年
十
一
月
五
日
、
八
日
、
九
日
、
十
日
、
二
十

二
日
条
。

（
妬
）
『
玉
葉
』
建
久
元
年
十
一
一
月
十
一
一
日
、
十
三
日
条
。

（
胡
）
『
玉
葉
』
建
久
六
年
四
月
一
日
条
。

（
町
）
『
玉
葉
』
建
久
六
年
一
一
一
月
三
十
日
条
。

（
胡
）
『
玉
葉
』
建
久
元
年
十
一
月
九
日
条
。

（
胡
）
遠
城
悦
子
「
建
久
六
年
の
源
頼
朝
上
洛
に
つ
い
て
の
再
考
察
」

（
前
掲
）
三
八
頁
～
’
’
一
九
頁
。

（
蛆
）
土
田
直
鎮
『
日
本
の
歴
史
５
王
朝
の
貴
族
』
（
中
央
公
論
社
、

’
九
六
五
）
八
○
～
一
○
三
頁
。
中
野
栄
夫
『
日
本
中
世
史
入
門
』

（
雄
山
闇
、
’
九
八
六
）
三
七
頁
。

（
Ⅲ
）
遠
城
悦
子
『
玉
葉
』
に
お
け
る
九
条
兼
実
と
源
頼
朝
の
関
係

ｌ
“
親
幕
派
兼
実
“
の
再
検
討
ｌ
」
（
『
法
政
史
学
』
四
二
号
、

’
九
九
○
、
以
下
、
旧
稿
と
は
こ
の
論
文
を
指
す
）
二
四
、
一
一
一
二
～

一
一
一
三
頁
。

（
岨
）
『
玉
葉
』
文
治
五
年
四
月
三
日
条
。

（
蛆
）
『
玉
葉
』
建
久
元
年
五
月
一
日
条
。
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（
仏
）
『
玉
葉
』
建
久
元
年
四
月
二
十
六
日
条
。

（
妬
）
『
玉
葉
』
建
久
二
年
二
月
二
十
一
日
条
。

（
岨
）
『
玉
葉
』
建
久
二
年
九
月
十
七
日
条
。

（
〃
）
『
玉
葉
』
建
久
二
年
十
一
月
二
十
一
日
条
。

（
蛆
）
『
玉
葉
』
建
久
三
年
正
月
十
日
条
。

（
蛆
）
『
玉
葉
』
建
久
五
年
正
月
二
十
日
条
。

（
印
）
『
玉
葉
』
建
久
六
年
三
月
十
五
日
条
。
『
玉
葉
』
同
日
条
に
み
ら
れ

る
よ
う
な
、
着
帯
の
儀
に
際
し
て
、
胎
児
の
性
別
を
左
右
す
る
目
的

の
「
迷
信
」
は
、
他
に
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
「
山
槐
記
』
治
承

一
一
年
六
月
二
十
八
日
条
の
「
主
上
奉
し
令
し
桔
二
御
帯
一
袷
、
主
上
令

レ
座
二
宮
御
左
方
一
袷
、
沖
窒
仏
餡
鑪
醗
、
」
が
小
川
寿
子
氏
に
よ
っ

て
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
山
中
格
・
鈴
木
一
雄
編
『
平
安
時
代
の
儀
礼

と
歳
事
』
〔
至
文
堂
、
’
九
九
一
〕
「
貴
族
の
通
過
儀
礼
」
同
氏
執
筆

部
分
）
。

（
別
）
「
三
長
記
』
建
久
六
年
八
月
十
三
日
条
。
他
に
、
同
年
八
月
十
四

日
、
十
五
日
、
十
六
日
条
。

（
皿
）
『
歴
代
編
年
集
成
』
『
皇
代
記
』
。
な
お
、
『
伏
見
宮
御
記
録
』
『
皇

代
暦
』
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
は
、
建
久
七
年
十
二
月
二
日
と
し
て

い
る
。

（
閲
）
金
沢
正
大
「
関
白
九
条
兼
実
の
公
卿
減
員
政
策
ｌ
建
久
七
年
政

変
へ
の
道
ｌ
」
（
『
政
治
経
済
史
学
』
二
二
六
号
、
一
九
八
五
）
六

九
頁
。

（
別
）
『
増
鏡
』
’
お
ど
る
の
し
た
。

（
閃
）
『
五
代
帝
王
物
語
』
。

法
政
史
学
第
四
十
六
号

（
冊
）
僧
侶
の
娘
は
女
一
房
に
な
る
者
が
多
か
っ
た
と
い
う
（
秋
山
喜
代
子

「
養
君
に
み
る
子
ど
も
の
養
育
と
後
見
」
〔
『
史
学
雑
誌
』
第
一
○
二

編
第
一
号
、
一
九
九
三
〕
八
六
頁
。
註
一
一
一
一
一
）
。

（
印
）
赤
羽
洋
輔
「
建
久
九
年
土
御
門
天
皇
受
禅
事
情
と
そ
の
背
景
」

（
『
政
治
経
済
史
学
」
一
一
三
号
、
’
九
六
四
）
一
四
頁
。
多
賀
ゆ
か

り
、
前
掲
論
文
五
三
頁
。
『
日
本
歴
史
大
系
２
中
世
編
』
（
前

掲
）
、
七
四
頁
（
新
田
英
治
氏
執
筆
部
分
）
。
橋
本
義
彦
『
源
通
親
』

（
吉
川
弘
文
館
、
’
九
九
一
一
）
一
三
○
頁
。

（
閉
）
註
（
皿
）
に
同
じ
。

（
別
）
秋
山
喜
代
子
「
皇
子
女
の
養
育
と
『
め
の
と
』
ｌ
ｌ
鎌
倉
前
期
を

中
心
に
ｌ
」
（
『
遥
か
な
る
中
世
」
一
○
号
二
九
八
九
）
二
五

頁
。
同
「
養
君
に
み
る
子
ど
も
の
養
育
と
後
見
」
（
前
掲
）
七
五
～

七
六
頁
。

（
Ⅱ
）
『
玉
葉
』
建
久
七
年
正
月
十
七
日
条
。

（
田
）
『
尊
卑
分
脈
』
第
一
篇
八
四
頁
参
照
。

（
田
）
『
玉
葉
』
安
元
元
年
八
月
三
日
条
。

（
岡
）
『
玉
葉
』
建
久
元
年
四
月
二
十
六
日
条
。

（
Ｍ
）
『
公
卿
補
任
」
文
治
六
年
の
項
参
照
。

（
閃
）
同
右
。

（
船
）
『
玉
葉
』
建
久
一
一
年
三
月
一
一
十
八
日
条
。

（
町
）
旧
稿
一
九
～
一
三
頁
。

（
冊
）
『
玉
葉
』
承
安
四
年
三
月
九
日
条
。

（
的
）
『
玉
葉
』
寿
永
二
年
十
一
月
十
九
日
条
。

（
、
）
『
玉
葉
』
文
治
三
年
一
一
一
月
十
五
日
条
。
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（
Ⅵ
）
『
玉
葉
』
嘉
応
二
年
九
月
二
十
七
日
条
。

（
Ⅶ
）
『
玉
葉
』
寿
永
二
年
正
月
十
一
一
一
日
、
十
九
日
、
二
十
一
一
一
日
、
’
’
一
月

十
七
日
条
。

（
ね
）
『
玉
葉
』
寿
永
一
一
年
四
月
三
日
条
。

（
河
）
金
沢
正
大
、
前
掲
論
文
六
四
頁
。

（
市
）
註
（
、
）
に
同
じ
。

（
門
）
註
（
泥
）
に
同
じ
。

（
両
）
註
（
冊
）
に
同
じ
。

（
犯
）
『
玉
葉
』
建
久
二
年
六
月
十
一
一
一
日
、
十
六
日
条
。

（
門
）
『
玉
葉
』
建
久
二
年
十
一
月
二
十
四
日
条
。

（
別
）
『
玉
葉
』
建
久
二
年
閏
十
二
月
四
日
条
。

（
別
）
「
叡
山
衆
徒
披
陳
状
」
（
『
大
日
本
史
料
』
第
四
編
之
四
、
建
久
五

年
正
月
十
七
日
条
）
、
『
玉
葉
』
建
久
五
年
二
月
六
日
、
一
一
十
一
一
日

条
。

（
Ｍ
）
『
玉
葉
』
建
久
五
年
三
月
一
日
、
一
一
一
日
条
。

（
鍋
）
多
賀
宗
隼
『
慈
円
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
九
）
五
～
六
頁
。

（
Ｍ
）
「
千
載
和
歌
集
」
巻
第
一
七
雑
歌
中
一
一
三
七
。

（
妬
）
『
拾
玉
集
』
（
『
校
註
國
歌
大
系
』
第
一
○
巻
）
巻
第
五
。

（
冊
）
「
拾
玉
集
』
巻
第
四
詠
百
首
和
歌
。

（
師
）
『
拾
玉
集
』
巻
第
六
略
秘
贈
答
和
歌
百
首
。
多
賀
氏
は
、
「
あ
ひ

が
た
き
法
に
あ
ふ
み
の
山
高
み
」
と
さ
れ
て
い
る
が
（
同
著
『
慈

円
』
〔
前
掲
〕
九
七
頁
、
出
典
不
明
記
）
、
こ
の
歌
を
指
す
も
の
と
思

わ
れ
る
。
な
お
、
類
似
し
た
歌
と
し
て
、
『
拾
玉
集
』
巻
第
四
詠
百

首
和
歌
に
、
「
達
ひ
難
き
法
に
近
江
の
山
高
み
三
度
消
え
け
る
身
を

建
久
七
年
の
九
条
雅
実
「
関
口
辞
職
」
（
遠
城
）

〔
付
記
〕

本
稿
は
、
卒
業
論
文
以
来
、
本
誌
に
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
き
た
、

｜
連
の
小
槁
の
完
結
編
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
指
導
教
授
の
中
野

栄
夫
先
生
に
は
、
ご
多
忙
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
卒
業
後
も
ご
指
導
い
た
だ

い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
、
深
く
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

如
何
に
せ
む
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
Ｍ
）
多
賀
氏
は
、
こ
の
歌
を
『
慈
円
』
九
七
頁
（
前
掲
）
に
お
い
て
引

用
さ
れ
て
い
る
が
、
出
典
が
不
明
記
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
で
は
、

『
拾
玉
集
』
に
こ
の
歌
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

（
的
）
多
賀
宗
隼
、
前
掲
書
一
一
～
三
頁
。

（
卯
）
『
日
本
名
歌
集
成
』
（
学
燈
社
、
’
九
八
九
）
二
六
一
一
頁

（
別
）
『
拾
玉
集
』
巻
第
五
。

（
肥
）
多
賀
宗
隼
、
前
掲
書
六
○
頁
。

（
肥
）
多
賀
宗
隼
、
前
掲
書
九
七
頁
。

（
肌
）
『
拾
玉
集
』
巻
第
一
厭
離
百
首
。

（
開
）
『
拾
玉
集
』
巻
第
二
一
日
百
首
。

（
冊
）
『
拾
玉
集
』
巻
第
六
厭
離
歌
百
首
。

（
Ｗ
）
山
口
純
代
「
慈
円
論
ｌ
拾
玉
集
に
お
け
る
『
心
」
を
中
心
と
し

て
Ｉ
」
（
『
国
文
」
五
七
号
、
’
九
八
三
）
’
一
頁
～
’
四
頁
．

（
肥
）
『
寺
門
高
僧
記
』
（
『
大
日
本
史
料
』
第
四
編
之
五
建
久
七
年
四

月
十
八
日
条
）
。

（
的
）
金
沢
正
大
、
前
掲
論
文
六
八
頁
。

（
Ⅲ
）
金
沢
正
大
、
前
掲
論
文
六
九
頁
。

七
九
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